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地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について（通知） 

 

 

地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントや包括的支援事業等の実施を通

じて、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことによ

り、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としており、今

後、地域包括ケアシステムの構築を推進していく上で、その機能強化は重要な課題であ

る。 

 他方、地域包括支援センターについては、業務負担が過大となっているとの指摘があ

り、具体的に、負担が大きい業務として、総合相談支援業務や指定介護予防支援などが

挙げられているが、地域包括支援センターによって異なっている。 

 地域包括支援センターが、その機能を適切に発揮していくためには、地域包括支援セ

ンターごとに業務の状況を明らかにし、それに基づいた必要な機能強化を図っていく必

要がある。 

 こうした観点から、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律（平成 29 年法律第 52 号。）において、市町村や地域包括支援センターは、地

域包括支援センターの事業について評価を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らないこととされた。（介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 115 条の 46 関係） 

 このため、国において、全国で統一して用いる評価指標を策定したので、市町村にお

いては、個々の地域包括支援センターの業務の実施状況を把握し、これを踏まえた地域

包括支援センター運営協議会等での検討を通じて、適切な人員体制の確保や業務の重点

化・効率化を進められたい。その実施方法の詳細については、下記のとおりであるので、

御了知の上、管内各市町村及び地域包括支援センター等に周知を図るとともに、その運

用の参考にされたい。 
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記 

 

１ 目的等 

 

（１）目的 

   地域包括支援センター（以下「センター」という。）は、地域住民の心身の健康の保

持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及

び福祉の増進を包括的に支援することを目的としている。 

   センターが地域において求められる機能を十分に発揮するためには、人員体制及び業

務の状況を定期的に把握・評価し、その結果を踏まえて、センターの設置者及び市町村

が事業の質の向上のための必要な改善を図っていくことが重要であり、全ての市町村及

びセンターで取組状況を評価することにより、地域包括ケアシステムの深化に向けた取

組を加速させるものである。 

 

（２）保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）に係

る評価指標との関係 

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）の評価指

標は、各市町村において、地域課題への問題意識が高まり、地域の特性に応じた様々

な取組が進められていくこと等を目的に設定しており、本地域包括支援センターの評

価指標は、地域包括支援センターの効果的な評価を通じて、地域包括支援センターの

機能強化を進める目的で設定したものであるので、その趣旨や活用方法について留意

すること。 

 

２ 地域包括支援センター評価指標 

  センターの機能を向上させるためには、市町村とセンターの連携強化が欠かせないこと

から、地域包括支援センターの評価においては、センターに対する評価を行うこととあわ

せて、市町村の関わりについて点検を行うこととしており、具体的な評価の指標及びその

趣旨については、別添１のとおりである。また、評価指標に関しては、以下の点に留意す

ること。 

 

 （１）基幹型地域包括支援センターにおける評価の取扱い 

    基幹型センター（地域の中で基幹的な役割を担い、センター間の総合調整や介護予

防ケアマネジメント、地域ケア会議等の後方支援などの機能を有するセンター）の評

価の実施に当たっては、個別の担当圏域を持ち、通常のセンターと同様の機能を果た

しているものについては、一つのセンターとみなして本評価を実施すること。 

一方、個別の担当圏域を持たず、市区町村業務と一体化している基幹型センターに
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ついては、市町村とみなして本評価を実施すること。 

 

 （２）サブセンター及びブランチにおける評価の取扱い 

    サブセンターは、本所、支所を合わせたセンター全体として人員配置基準を充足し、

本所が統括機能を担い発揮しつつ、それぞれの支所が４機能（総合相談支援、権利擁

護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメント）を適切に果

たすものであり、その性格を踏まえ本所であるセンターと一体的に評価を実施するこ

と。 

    また、ブランチは、住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約

した上で、センターにつなぐための「窓口」であるため、その性格を踏まえ、本評価

の対象から除外する。 

 

 （３）市町村が設置・運営するセンターの取扱い 

    市町村が設置・運営し、センター業務以外の市町村業務が一体的に実施されている

センターについては、設置基準を満たし、センターとして運営している場合について

のみ本評価を実施すること。 

 

３ 市町村における評価と機能強化等の流れ 

 

（１）市町村等の対応の流れ 

   市町村及びセンターは、別添１に基づき、評価指標による取組等の確認を行い、市

町村は、自身の結果と管内センターの結果について、都道府県を通じて厚生労働省へ

報告を行う。その際、センターの設置数等の基本情報についても併せて報告を行う。 

   厚生労働省においては、全国の結果を集計の上、チャート化による見える化を行っ

た上で、都道府県を通じて市町村へ結果を周知するので、市町村はその結果等を踏ま

えて、地域包括支援センター運営協議会等において点検を行い、センターの課題を踏

まえた機能強化策（委託費等の予算要求、定員要求、委託方針への反映、業務マニュ

アルの作成等の業務改善策等）の検討を行う。また、機能強化策については、実行後

の検証を行う。 

 

（２）都道府県の対応の流れ 

   都道府県は、市町村とセンターにおける評価指標による取組等の確認の結果につい

てとりまとめの上、厚生労働省へ報告するとともに、厚生労働省がとりまとめた全国

の結果について市町村へ周知を行う。 

   また、全国の結果や市町村等の個別結果を活用し、研修内容への反映や、市町村へ

の個別支援等を行い、市町村におけるセンターの機能強化の支援を行う。 
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４ センター評価指標の機能強化のための活用方法 

  センターの評価指標は、市町村やセンターごとに業務の状況を明らかにし、これに基づ

いた必要な機能強化を図ることを目的として設定されているものであるが、その具体的な

活用方法の例としては、以下のとおりである。なお、その他の活用方法を妨げるものでは

なく、各市町村等における創意工夫に基づく活用が可能である。 

 

（１）業務チェックリストとしての活用 

   センターの業務を効果的かつ効率的に実施しているかを網羅的に点検するための指

標としての活用が可能である。 

   実施できていない項目については、市町村とセンター間で要因や背景を分析・共有し、

業務改善に繋げていくことが重要である。センターの運営方針の策定に当たり、未達成

項目の改善に向けた方針を盛り込むことも考えられる。 

 

（２）チャート化による取組の見える化 

   チャート化による取組状況の見える化を行うことにより、達成度合いが低い業務分野

を確認することが可能である。なお、３（１）のとおり、厚生労働省より、全国の状況

についてチャート化したものを情報提供するので、これと比較した上で市町村とセンタ

ー間で要因や背景を分析・共有することが可能である。 

 

（３）連携項目を活用した業務分析 

   市町村とセンターにおける連携項目の評価結果を確認することにより、市町村とセン

ターの連携状況を把握することが可能となる。市町村とセンターで評価結果に相違があ

る項目を確認し、その要因や背景を分析し、解消に向けた方策を検討・実施することで、

市町村とセンターの連携強化を進めることが可能である。 

    

５ 厚生労働省への報告 

  別添１に基づいて市町村及びセンターが行った評価指標による取組等の確認の結果及

びセンターの設置数等の基本情報については、各都道府県において、市町村からの報告を

とりまとめの上、別添２の様式により、毎年６月 10 日（令和２年度においては７月 10 日）

までに厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係まで報告すること。なお、報告内容の

うち、地域包括支援センター及びブランチ・サブセンターの設置数、地域ケア会議開催回

数については、今後、地域包括ケア「見える化」システムへ情報を追加する予定である。 

 

・ 別添１ 市町村及びセンターの評価指標とその趣旨 

・ 別添２ 厚生労働省への報告様式 
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市
町
村
及
び
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
評
価
指
標

別
添
１
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市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

1
運
営
協
議
会
で
の
議
論
を
経
て
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営

方
針
を
策
定
し
、
セ
ン
タ
ー
へ
伝
達
し
て
い
る
か
。

1
市
町
村
が
定
め
る
運
営
方
針
の
内
容
に
沿
っ
て
、
セ
ン

タ
ー
の
事
業
計
画
を
策
定
し
て
い
る
か
。

・
地
域
の
関
係
者
で
構
成
さ

れ
る
運
営
協
議
会
の
仕
組

み
を
活
用
し
、
運
営
方
針
を

策
定
し
て
い
る
こ
と
を
評
価

す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
の
運
営
に

つ
い
て
、
4
月

末
日
ま
で
に

示
さ
れ
た
運

営
方
針
が
対

象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
紙
面
等
で
策
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標

の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

2
年
度
ご
と
の
セ
ン
タ
ー
の
事
業
計
画
の
策
定
に
当
た

り
、
セ
ン
タ
ー
と
協
議
を
行
っ
て
い
る
か
。

2
事
業
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
、
市
町
村
と
協
議
し
、
市

町
村
か
ら
受
け
た
指
摘
が
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
反
映
し
て

い
る
か
。

・
セ
ン
タ
ー
の
事
業
計
画
を

策
定
す
る
に
当
た
り
、
市
町

村
と
セ
ン
タ
ー
で
必
要
な
協

議
が
行
わ
れ
、
セ
ン
タ
ー
の

事
業
計
画
に
反
映
さ
れ
て

い
る
か
を
評
価
す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
の
事
業
計

画
を
策
定
し

た
際
の
検
討

実
績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
協
議
の
方
法
等
は
問
わ
な
い
。

・
協
議
の
記
録
（
協
議
内
容
に
関
す
る
議
事
メ

モ
等
）
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内

容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

3
前
年
度
に
お
け
る
運
営
協
議
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、

セ
ン
タ
ー
の
運
営
方
針
、
セ
ン
タ
ー
へ
の
支
援
・
指
導
の

内
容
を
改
善
し
た
か
。

3
市
町
村
の
支
援
・
指
導
の
内
容
に
よ
り
、
逐
次
、
セ
ン

タ
ー
の
業
務
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
か
。

・
セ
ン
タ
ー
の
運
営
方
針
、

支
援
・
指
導
の
内
容
に
関
し
、

運
営
協
議
会
か
ら
意
見
・
指

摘
を
受
け
た
際
の
対
応
状

況
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
対

応
実
績
を
対

象

（
市
町
村
）

・
前
年
度
に
開
催
し
た
運
営
協
議
会
に
お
い
て
、

意
見
ま
た
は
指
摘
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
市
町
村
か
ら
の
支
援
・
指
導
の
あ
っ
た
都
度
、

セ
ン
タ
ー
の
業
務
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
場
合
、

指
標
の
内
容
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

4
市
町
村
と
セ
ン
タ
ー
の
間
の
連
絡
会
合
を
、
定
期
的

に
開
催
し
て
い
る
か
。

4
市
町
村
が
設
置
す
る
定
期
的
な
連
絡
会
合
に
、
毎
回
、

出
席
し
て
い
る
か
。

・
市
町
村
と
セ
ン
タ
ー
の
連

携
の
た
め
の
体
制
が
整
備

さ
れ
、
連
携
が
図
ら
れ
て
い

る
か
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
原
則
的
に
毎
回
出
席
し
て
い
れ
ば
、
出
席
を

予
定
し
て
い
た
連
絡
会
合
に
、
虐
待
対
応
な
ど

緊
急
対
応
の
た
め
出
席
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ

た
場
合
も
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も

の
と
し
て
取
り
扱
う
。

5
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
、
担
当
圏
域
の
現
状
や
ニ
ー
ズ

の
把
握
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
か
。

5
市
町
村
か
ら
、
担
当
圏
域
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
の
把
握
に

必
要
な
情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
る
か
。

・
セ
ン
タ
ー
が
担
当
圏
域
の

実
情
に
応
じ
た
取
組
を
行
う

た
め
の
、
情
報
連
携
や
重

点
項
目
の
設
定
を
評
価
す

る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
次
の
７
つ
の
情
報
の
う
ち
、
３
つ
以
上
提
供
し

て
い
る
、
ま
た
は
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。
（
①
担
当
圏
域
の
高
齢
者
人
口
②
担
当

圏
域
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
数
③
介
護
予

防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
等
の
各
種

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
④
要
介
護
等
認
定
者

数
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
等
の
介
護
保
険
に

係
る
情
報
⑤
民
生
委
員
や
地
域
の
サ
ロ
ン
運

営
者
等
地
域
の
関
係
団
体
情
報
⑥
地
域
の
社

会
資
源
に
関
す
る
情
報
⑦
そ
の
他
ニ
ー
ズ
把

握
に
必
要
な
情
報
）

・
デ
ー
タ
、
書
面
、
シ
ス
テ
ム
等
で
提
供
し
て
い

る
・
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

１
．
組
織
・
運
営
体
制
等

(1
)
組
織
・
運
営
体
制

1

市
町
村
指
標
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
と
は
、
管
内
の
全
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
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2

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

（
市
町
村
指
標
な
し
）

6
把
握
し
た
担
当
圏
域
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
、

セ
ン
タ
ー
の
取
組
に
お
け
る
重
点
項
目
を
設
定
し
て
い

る
か
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
重
点
業
務
を
定
め
た
検
討
の
記
録
（
検
討
に
関

す
る
会
議
の
メ
モ
等
）
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。

6
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
に
定

め
る
原
則
基
準
に
基
づ
く
三
職
種
の
配
置
を
義
務
付
け

て
い
る
か
。

(セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
)

・
包
括
的
支
援
事
業
を
適

切
に
実
施
す
る
た
め
の
原

則
的
な
体
制
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
も

の
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
4

月
末
時
点
の

状
況
が
対
象

（
市
町
村
）

・
介
護
保
険
法
施
行
規
則
に
定
め
る
原
則
基
準

に
基
づ
く
人
員
の
配
置
状
況
を
評
価
す
る
も
の
。

・
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
1
4
0
条
の
6
6
第
１
号

ロ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
基
づ

く
人
員
の
配
置
状
況
を
評
価
す
る
。

・
直
営
の
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法

施
行
規
則
に
定
め
る
原
則
基
準
に
基
づ
く
人
員

配
置
が
、
組
織
規
則
等
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
明
示
さ
れ
る

こ
と
を
も
っ
て
指
標
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

・
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
基
準
を
定
め
る
条

例
に
定
め
て
い
る
の
み
で
は
指
標
の
内
容
を
満

た
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

・
三
職
種
に
は
準
ず
る
者
を
含
む
。

7
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
三
職
種
（
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の

準
ず
る
者
は
含
ま
な
い
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
か
。

7
三
職
種
（
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
準
ず
る
者
は
含
ま
な

い
）
を
配
置
し
て
い
る
か
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
4

月
末
時
点
の

状
況
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
三
職
種
（
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
準
ず
る
者
は
含

ま
な
い
）
が
そ
れ
ぞ
れ
１
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い

る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
。
た
だ
し
、
介
護
保
険
法
施
行
規

則
第
1
4
0
条
の
6
6
第
１
号
ロ
の
基
準
が
適
用
さ
れ

る
場
合
は
、
担
当
区
域
に
お
け
る
高
齢
者
数
に

応
じ
、
以
下
の
と
お
り
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
（
そ

れ
ぞ
れ
の
職
種
の
準
ず
る
者
は
含
ま
な
い
）
に
指

標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

・
1
0
0
0
人
未
満
の
場
合
：
３
職
種
の
う
ち
１
職
種

（
１
名
）
以
上

・
1
0
0
0
人
以
上
2
0
0
0
人
未
満
の
場
合
：
３
職
種
の

う
ち
２
職
種
（
２
名
）
以
上

・
2
0
0
0
人
以
上
3
0
0
0
人
未
満
の
場
合
：
保
健
師
１

名
以
上
と
社
会
福
祉
士
・
主
任
介
護
支
援
専
門

員
の
い
ず
れ
か
１
名
以
上

（
市
町
村
）

・
複
数
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
平

均
値
を
算
出
し
、
小
数
点
第
１
位
を
四
捨
五
入
し

整
数
化
し
た
値
が
基
準
に
よ
る
配
置
人
数
以
上

で
あ
れ
ば
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
。
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3

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

8
セ
ン
タ
ー
の
三
職
種
（
準
ず
る
者
含
む
）
一
人
当
た
り

高
齢
者
数
（
全
圏
域
内
の
高
齢
者
数
/
全
セ
ン
タ
ー
人

員
）
の
状
況
が
1
,5
0
0
人
以
下
で
あ
る
か
。

※
小
規
模
の
担
当
圏
域
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

は
配
置
基
準
が
異
な
る
た
め
、
以
下
の
指
標
を
用
い
る
。

①
第
１
号
被
保
険
者
数
が
概
ね
2
,0
0
0
人
以
上
3
,0
0
0
人

未
満
･･
･1
,2
5
0
人
以
下

②
第
１
号
被
保
険
者
数
が
概
ね
1
,0
0
0
人
以
上
2
,0
0
0
人

未
満
の
場
合
･･
7
5
0
人
以
下

③
第
１
号
被
保
険
者
数
が
概
ね
1
,0
0
0
人
未
満
の
場
合

…
5
0
0
人
以
下

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
介
護
保
険
法
施
行
規

則
第
1
4
0
条
の
6
6
に
お

い
て
、
担
当
区
域
に
お

け
る
第
１
号
被
保
険
者

数
が
お
お
む
ね
3
0
0
0

人
以
上
6
0
0
0
人
未
満

ご
と
に
三
職
種
を
一
人

ず
つ
配
置
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
三
職
種

一
人
当
た
り
の
第
１
号

被
保
険
者
数
は
1
0
0
0

～
2
0
0
0
人
と
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
人
員
配
置
状
況
を

評
価
す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
4

月
末
時
点
の

状
況
が
対
象

（
市
町
村
）

・
三
職
種
の
人
員
配
置
基
準
に
つ
い
て
は
、
介
護

保
険
法
施
行
規
則
第
1
4
0
条
の
6
6
に
定
め
る
基

準
と
す
る
。

・
セ
ン
タ
ー
が
複
数
あ
る
場
合
（
担
当
圏
域
が
全

て
同
規
模
の
場
合
）
に
は
、
ま
ず
セ
ン
タ
ー
ご
と
に

三
職
種
一
人
当
た
り
の
第
１
号
被
保
険
者
人
口

を
算
出
し
た
上
で
、
平
均
値
に
よ
り
判
定
。

・
市
町
村
に
規
模
の
異
な
る
担
当
圏
域
が
混
在

す
る
場
合
の
解
釈
に
つ
い
て
、
例
示
す
る
と
次
の

と
お
り
。

①
第
１
号
被
保
険
者
数
が
2
,4
0
0
人
で
三
職
種
の

配
置
２
名
（
2
,4
0
0
/
2
=
1
,2
0
0
人
）

②
第
１
号
被
保
険
者
数
が
1
,4
0
0
人
で
三
職
種
の

配
置
２
名
（
1
,4
0
0
/
2
=
7
0
0
人
）

→
A
:各
セ
ン
タ
ー
の
一
人
当
た
り
第
１
号
被
保
険

者
数
の
合
計
：
1
,2
0
0
+
7
0
0
=
1
,9
0
0
人

B
:各
セ
ン
タ
ー
の
担
当
圏
域
の
規
模
ご
と
の
指

標
に
お
け
る
基
準
人
数
※
の
合
計
：

1
,2
5
0
+
7
5
0
=
2
,0
0
0
人

→
指
標
を
満
た
す
の
は
、
A
≦
B
の
場
合
で
あ
り
、

本
例
示
は
指
標
を
満
た
し
て
い
る
。

※
「
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
担
当
圏
域
の

規
模
ご
と
の
基
準
人
数
」
と
は
、
指
標
に
示
し
て

い
る
三
職
種
一
人
当
た
り
第
１
号
被
保
険
者
数

の
こ
と
。

・
包
括
的
支
援
事
業
に
従
事
す
る
三
職
種
の
み

を
対
象
と
す
る
。

9
セ
ン
タ
ー
職
員
の
資
質
向
上
の
観
点
か
ら
、
セ
ン
タ
ー

職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
計
画
を
策
定
し
、
年
度
当
初

ま
で
に
セ
ン
タ
ー
に
示
し
て
い
る
か
。

8
市
町
村
か
ら
、
年
度
当
初
ま
で
に
、
セ
ン
タ
ー
職
員
を
対

象
と
し
た
研
修
計
画
が
示
さ
れ
て
い
る
か
。

・
セ
ン
タ
ー
職
員
の
資

質
向
上
を
図
る
た
め
、

必
要
な
研
修
計
画
の

策
定
ま
た
は
共
有
状

況
を
評
価
す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
の
４
月
末
ま

で
に
示
さ
れ
た
、

当
該
年
度
内

の
研
修
計
画

が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
主
催
者
、
研
修
内
容
・
時
間
数
は
問
わ
な
い
。

・
評
価
実
施
年
度
の
4
月
末
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
に

示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し

て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
市
町
村
指
標
な
し
）

9
セ
ン
タ
ー
に
在
籍
す
る
全
て
の
職
員
に
対
し
て
、
セ
ン
タ
ー

ま
た
は
受
託
法
人
が
、
職
場
で
の
仕
事
を
離
れ
て
の
研
修

（
O
ff
-
J
T
）
を
実
施
し
て
い
る
か
。

・
職
場
の
状
況
に
左
右

さ
れ
ず
、
均
一
な
研
修

の
機
会
を
提
供
で
き
て

い
る
か
を
評
価
す
る
も

の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
主
催
者
、
研
修
内
容
・
時
間
数
は
問
わ
な
い
。

1
0

セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
、
夜
間
・
早
朝
の
窓
口
（
連
絡
先
）

の
設
置
を
義
務
付
け
て
い
る
か
。

1
0

夜
間
・
早
朝
の
窓
口
（
連
絡
先
）
を
設
置
し
、
窓
口
を
住
民

に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
周
知
し
て
い
る
か
。
・
虐
待
等
の
緊
急
的
な

相
談
対
応
が
必
要
な

場
合
に
備
え
、
相
談
支

援
体
制
等
を
構
築
し

周
知
し
て
い
る
か
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
窓
口
の
設
置
の
ほ
か
、
緊
急
連
絡
先
の
設
定

等
で
も
「
窓
口
（
連
絡
先
）
の
設
置
」
と
み
な
す
。
例

え
ば
、
携
帯
電
話
等
へ
電
話
転
送
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
も
、
「
窓
口
（
連
絡
先
）
の
設
置
」
と

み
な
す
。
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4

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

1
1

セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
、
平
日
以
外
の
窓
口
（
連
絡
先
）
の

設
置
を
義
務
付
け
て
い
る
か
。

1
1

平
日
以
外
の
窓
口
（
連
絡
先
）
を
設
置
し
、
窓
口
を
住
民

に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
周
知
し
て
い
る
か
。
・
虐
待
等
の
緊
急
的
な

相
談
対
応
が
必
要
な

場
合
に
備
え
、
相
談
支

援
体
制
等
を
構
築
し

周
知
し
て
い
る
か
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
窓
口
の
設
置
の
ほ
か
、
緊
急
連
絡
先
の
設
定

等
で
も
「
窓
口
（
連
絡
先
）
の
設
置
」
と
み
な
す
。
例

え
ば
、
携
帯
電
話
等
へ
電
話
転
送
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
も
、
「
窓
口
（
連
絡
先
）
の
設
置
」
と

み
な
す
。

1
2

市
町
村
の
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
セ
ン
タ
ー

の
周
知
を
行
っ
て
い
る
か
。

1
2

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な
ど
、
セ
ン
タ
ー
の
周
知
を
行
っ
て

い
る
か
。

・
住
民
に
広
く
認
知
さ

れ
る
た
め
の
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
る
か
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
少
な
く
と
も
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て

い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
少
な
く
と
も
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
に
よ
り
周
知
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て

い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

1
3

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
等
に
お
い
て
、
セ

ン
タ
ー
の
事
業
内
容
・
運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
を
公
表

し
て
い
る
か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
セ
ン
タ
ー
の
円
滑
な

利
用
の
た
め
、
情
報

公
表
の
取
組
を
評
価

す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
具
体
的
な
公
表
項
目
は
、
名
称
及
び
所
在
地
、

法
人
名
、
営
業
日
及
び
営
業
時
間
、
担
当
区
域
、

職
員
体
制
、
事
業
の
内
容
、
活
動
実
績
等
。

(2
)
個
人
情
報
の
管
理

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

1
4

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
市
町
村
の
取
扱
方
針
を
セ

ン
タ
ー
に
示
し
て
い
る
か
。

1
3

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
市
町
村
の
取
扱
方
針
に
従
っ

て
、
セ
ン
タ
ー
が
個
人
情
報
保
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
個
人
情
報

保
護
方
針
）
を
整
備
し
て
い
る
か
。

・
個
人
情
報
の
取
扱
方

針
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合

に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

1
5

個
人
情
報
が
漏
え
い
し
た
場
合
の
対
応
な
ど
、
セ
ン

タ
ー
が
行
う
べ
き
個
人
情
報
保
護
の
対
応
に
つ
い
て
、
セ

ン
タ
ー
へ
指
示
し
て
い
る
か
。

1
4

個
人
情
報
が
漏
え
い
し
た
場
合
の
対
応
な
ど
、
市
町
村
か

ら
指
示
の
あ
っ
た
個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
対
応
を
、
各

職
員
へ
周
知
し
て
い
る
か
。

・
個
人
情
報
漏
え
い
等

の
事
態
が
発
生
し
た

場
合
の
対
応
方
法
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合

に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

1
6

セ
ン
タ
ー
か
ら
の
個
人
情
報
漏
え
い
等
の
報
告
事
案
に

対
し
、
対
応
策
を
指
示
・
助
言
し
て
い
る
か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
個
人
情
報
を
適
正
に

取
り
扱
う
た
め
、
セ
ン

タ
ー
か
ら
報
告
さ
れ
た

事
案
へ
の
対
応
状
況

を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
前
年
度
に
実
績
が
無
い
場
合
、
今
年
度
速
や
か

に
指
示
・
助
言
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
場

合
に
は
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と

し
て
取
り
扱
う
。

（
市
町
村
指
標
な
し
）

1
5

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
責
任
者
を
配
置
し
て
い
る

か
。

・
個
人
情
報
保
護
に
関

す
る
責
任
体
制
が
構

築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
常
勤
で
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内

容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。
な
お
、

専
従
・
兼
務
の
別
は
問
わ
な
い
。

４１



5

(3
)
利
用
者
満
足
度
の
向
上

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

1
7

苦
情
内
容
の
記
録
等
、
苦
情
対
応
に
関
す
る
市
町
村
の

方
針
を
セ
ン
タ
ー
に
示
し
て
い
る
か
。

1
7

市
町
村
の
方
針
に
沿
っ
て
、
苦
情
対
応
体
制
を
整
備
し
、

苦
情
内
容
や
苦
情
へ
の
対
応
策
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る

か
。

・
苦
情
受
付
体
制
と
苦

情
へ
の
対
応
状
況
を

評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合

に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

1
8

セ
ン
タ
ー
が
受
け
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談
に

つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
市
町
村
に
対
し
て
報
告
や
協
議

を
受
け
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
か
。

1
8

セ
ン
タ
ー
が
受
け
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談
に
つ

い
て
、
市
町
村
に
対
し
て
報
告
や
協
議
を
行
う
仕
組
み
が

設
け
ら
れ
て
い
る
か
。

・
セ
ン
タ
ー
が
受
け
た

相
談
内
容
を
市
町
村

と
の
間
で
共
有
す
る
体

制
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
報
告
の
仕
組
み
や
会
議
の
開
催
の
仕
組
み
等

を
導
入
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た

し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談
に
は
、
介
護
に

関
す
る
幅
広
い
相
談
や
苦
情
も
含
む
。

・
直
営
の
場
合
は
、
保
険
者
と
し
て
の
立
場
か
ら

み
て
、
相
談
窓
口
と
し
て
の
セ
ン
タ
ー
と
の
間
で

連
携
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
評
価
す
る
。

1
9

相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
る
環
境
整
備
に

関
す
る
市
町
村
の
方
針
を
セ
ン
タ
ー
に
示
し
て
い
る
か
。

1
9

相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
に
関
す
る
市
町
村
の
方
針

に
沿
い
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
る
環
境
を
整
備
し
て

い
る
か
。

・
相
談
対
応
の
際
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に

関
す
る
取
組
を
評
価

す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合

に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

（
市
町
村
指
標
な
し
）

1
6

個
人
情
報
の
持
出
・
開
示
時
は
、
管
理
簿
へ
の
記
載
と
確

認
を
行
っ
て
い
る
か
。

・
個
人
情
報
の
適
正
な

取
扱
状
況
を
問
う
も
の
。
前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
持
出
や
開
示
に
備
え
、
個
人
情
報
の
取
扱
に
つ

い
て
整
理
の
う
え
デ
ー
タ
ま
た
は
書
面
を
整
備
し
、

持
出
・
開
示
時
に
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
場
合
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。

２
．
個
別
業
務

(1
)
総
合
相
談
支
援
業
務

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

2
0

市
町
村
レ
ベ
ル
の
関
係
団
体
（
民
生
委
員
等
）
の
会
議

に
、
定
期
的
に
参
加
し
て
い
る
か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
セ
ン
タ
ー
の
相
談
環

境
の
整
備
の
た
め
、

市
町
村
の
関
係
団
体

と
の
連
携
状
況
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
関
係
団
体
と
は
民
生
委
員
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
・
高
齢
者
の
日
常
生
活
支
援
活
動
に
携
わ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
を
さ
す
が
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と

も
民
生
委
員
の
会
議
に
参
加
し
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。

・
民
生
委
員
の
会
議
が
な
い
場
合
は
、
自
治
会
等

の
会
議
に
参
加
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

４２



6

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

（
市
町
村
指
標
な
し
）

2
0

地
域
に
お
け
る
関
係
機
関
・
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

つ
い
て
、
構
成
員
・
連
絡
先
・
特
性
等
に
関
す
る
情
報
を

マ
ッ
プ
ま
た
は
リ
ス
ト
で
管
理
し
て
い
る
か
。

・
相
談
に
適
切
に
対

応
す
る
た
め
の
関
係

団
体
と
の
連
携
状
況

を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・
医
療
機
関
・
民
生
委

員
い
ず
れ
の
情
報
も
管
理
し
て
い
る
場
合
に
、
指

標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整
備
さ
れ
て
お
り
、
逐
次

見
直
し
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

2
1

セ
ン
タ
ー
と
協
議
し
つ
つ
、
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
受
け
た

相
談
事
例
の
終
結
条
件
を
定
め
て
い
る
か
。

2
1

相
談
事
例
の
終
結
条
件
を
、
市
町
村
と
共
有
し
て
い
る

か
。

・
相
談
事
例
の
適
切

な
進
捗
管
理
の
た
め
、

住
民
等
か
ら
の
相
談

を
終
結
す
る
目
安
の

設
定
状
況
を
評
価
す

る
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
相
談
事
例
の
終
結
条
件
と
は
、
「
相
談
者
の
主

訴
が
解
決
し
、
主
訴
以
外
の
困
難
な
問
題
が
な

い
場
合
」
「
セ
ン
タ
ー
以
外
の
適
切
な
機
関
に
繋

げ
、
適
切
な
引
き
継
ぎ
が
確
認
さ
れ
た
場
合
」
「
後

見
人
が
選
任
さ
れ
た
場
合
」
「
虐
待
の
解
消
及
び

再
燃
リ
ス
ク
が
消
失
し
た
場
合
」
等
、
受
け
た
相

談
事
例
の
進
捗
管
理
を
行
う
た
め
に
、
市
町
村
と

セ
ン
タ
ー
が
共
通
の
条
件
を
定
め
る
こ
と
。

・
相
談
事
例
の
終
結
条
件
を
定
め
、
デ
ー
タ
ま
た

は
紙
面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内

容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

2
2

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相
談
事
例
の
分
類
方
法
を
定
め
て

い
る
か
。

2
2

相
談
事
例
の
分
類
方
法
を
、
市
町
村
と
共
有
し
て
い
る
か
。
・
相
談
内
容
の
分
析

状
況
を
評
価
す
る
も

の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
相
談
内
容
の
類
型
化
、
経
年
分
析
等
、
整
理
手

法
は
問
わ
な
い
。

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合

に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

2
3

１
年
間
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
の
相
談
件
数
を
把
握
し
て
い

る
か
。

2
3

１
年
間
の
相
談
件
数
を
市
町
村
に
報
告
し
て
い
る
か
。

・
相
談
件
数
の
把
握

状
況
を
評
価
す
る
も

の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

2
4

セ
ン
タ
ー
か
ら
の
相
談
事
例
に
関
す
る
支
援
要
請
に
対

応
し
た
か
。

※
対
応
例
）
セ
ン
タ
ー
だ
け
で
は
対
応
が
難
し
い
相
談
事

例
等
へ
の
支
援
方
針
の
助
言
・
指
導
、
同
行
訪
問
、
地
域

ケ
ア
会
議
へ
の
参
加
な
ど

2
4

相
談
事
例
の
解
決
の
た
め
に
、
市
町
村
へ
の
支
援
を
要

請
し
、
そ
の
要
請
に
対
し
市
町
村
か
ら
支
援
が
あ
っ
た
か
。
・
相
談
事
例
解
決
の

た
め
の
市
町
村
と
セ

ン
タ
ー
の
連
携
体
制

の
構
築
と
そ
の
対
応

状
況
を
評
価
す
る
も

の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
市
町
村
と
セ
ン
タ
ー
が
対
応
が
困
難
な
相
談
事

例
等
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
日
頃
か
ら
連
携
体

制
を
構
築
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満

た
し
て
い
る
も
の
を
し
て
取
り
扱
う
。

・
対
応
実
績
が
あ
っ
た
場
合
の
み
、
指
標
の
内
容

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

2
5

セ
ン
タ
ー
が
対
応
し
た
家
族
介
護
者
か
ら
の
相
談
に
つ

い
て
、
相
談
件
数
・
相
談
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

2
5

家
族
介
護
者
か
ら
の
相
談
に
つ
い
て
、
相
談
件
数
や
相

談
内
容
を
記
録
等
に
残
し
て
取
り
ま
と
め
て
い
る
か
。

・
介
護
離
職
防
止
の

観
点
を
含
め
た
、
家

族
介
護
者
へ
の
相
談

対
応
の
状
況
を
評
価

す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
相
談
件
数
・
相
談
内
容
の
把
握
方
法
や
取
り
ま

と
め
の
方
法
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
。

４３



7

(2
)
権
利
擁
護
業
務 市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

2
6

成
年
後
見
制
度
の
市
町
村
長
申
し
立
て
に
関
す
る
判

断
基
準
を
セ
ン
タ
ー
と
共
有
し
て
い
る
か
。

2
6

成
年
後
見
制
度
の
市
町
村
長
申
し
立
て
に
関
す
る
判
断
基

準
が
、
市
町
村
か
ら
共
有
さ
れ
て
い
る
か
。

・
適
切
な
成
年
後
見
制

度
の
活
用
を
促
す
た

め
取
組
状
況
を
評
価

す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合

に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
。

2
7

高
齢
者
虐
待
事
例
及
び
高
齢
者
虐
待
を
疑
わ
れ
る

事
例
へ
の
対
応
の
流
れ
を
整
理
し
、
セ
ン
タ
ー
と
共
有

し
て
い
る
か
。

2
7

高
齢
者
虐
待
事
例
及
び
高
齢
者
虐
待
を
疑
わ
れ
る
事
例
へ

の
対
応
の
流
れ
に
つ
い
て
、
市
町
村
と
共
有
し
て
い
る
か
。

・
虐
待
事
例
ま
た
は
虐

待
が
疑
わ
れ
る
事
例

へ
の
円
滑
な
対
応
体

制
の
整
備
状
況
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
対
応
の
流
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
形
式
で
整
理
す
る
な
ど
、
デ
ー
タ
ま
た
は

紙
面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

2
8

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
市
町
村
が
開
催
す
る
高
齢
者
虐
待

防
止
に
関
す
る
情
報
共
有
、
議
論
及
び
報
告
等
を
行
う

会
議
に
お
い
て
、
高
齢
者
虐
待
事
例
へ
の
対
応
策
を

検
討
し
て
い
る
か
。

2
8

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
市
町
村
が
開
催
す
る
高
齢
者
虐
待
防
止
に

関
す
る
情
報
共
有
、
議
論
及
び
報
告
等
を
行
う
会
議
に
お
い

て
、
高
齢
者
虐
待
事
例
へ
の
対
応
策
を
検
討
し
て
い
る
か
。

※
前
項
と
同
じ

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
前
年
度
に
実
績
が
無
い
場
合
、
速
や
か
に
対
応

策
が
検
討
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。

2
9

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
窓
口
及
び
警
察
に
対
し
て
、

セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
に
つ
い
て
の
協
力
依
頼
を
行
っ
て

い
る
か
。

2
9

消
費
者
被
害
に
関
し
、
セ
ン
タ
ー
が
受
け
た
相
談
内
容
に
つ

い
て
、
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
窓
口
ま
た
は
警
察
等
と
連

携
の
上
、
対
応
し
て
い
る
か
。

・
高
齢
者
の
消
費
者
被

害
等
に
対
す
る
対
応

状
況
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
相
談
内
容
に
関
す
る
記
録
が
デ
ー
タ
ま
た
は
紙

面
で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
市
町
村
指
標
な
し
）

3
0

消
費
者
被
害
に
関
す
る
情
報
を
、
民
生
委
員
・
介
護
支
援
専

門
員
・
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
へ
情
報
提
供
す
る
取
組
を
行
っ

て
い
る
か
。

※
前
項
と
同
じ

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
少
な
く
と
も
民
生
委
員
に
対
し
情
報
提
供
し
、
取

組
内
容
に
関
す
る
記
録
が
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面

で
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満

た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

(3
)
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
業
務

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

3
0

日
常
生
活
圏
域
ご
と
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の

デ
ー
タ
（
事
業
所
ご
と
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
・
介
護

支
援
専
門
員
の
人
数
等
）
を
把
握
し
、
セ
ン
タ
ー
に
情
報

提
供
し
て
い
る
か
。

3
1

担
当
圏
域
に
お
け
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
デ
ー
タ

（
事
業
所
ご
と
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
・
介
護
支
援
専
門

員
の
人
数
等
）
を
把
握
し
て
い
る
か
。

・
圏
域
内
の
居
宅
介
護

支
援
専
門
員
に
関
す

る
デ
ー
タ
の
把
握
状
況

を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
把
握
し
た
情
報
を
、
セ
ン
タ
ー
に
デ
ー
タ
ま
た
は

紙
面
で
提
供
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
把
握
し
た
情
報
を
、
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整

備
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て

い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

４４
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市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

3
1

セ
ン
タ
ー
と
協
議
の
上
、
セ
ン
タ
ー
が
開
催
す
る
介
護

支
援
専
門
員
を
対
象
に
し
た
研
修
会
・
事
例
検
討
会
等

の
開
催
計
画
を
作
成
し
て
い
る
か
。

3
2

介
護
支
援
専
門
員
を
対
象
に
し
た
研
修
会
・
事
例
検
討
会

等
の
開
催
計
画
を
策
定
し
、
年
度
当
初
に
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
に
示
し
て
い
る
か
。

・
市
町
村
と
セ
ン
タ
ー

の
連
携
に
よ
る
、
計
画

的
な
介
護
支
援
専
門

員
向
け
研
修
計
画
の

策
定
状
況
を
評
価
す

る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
、

開
催
計
画
が

対
象

（
市
町
村
）

・
セ
ン
タ
ー
と
協
議
し
て
い
る
開
催
計
画
で
あ
れ

ば
、
都
道
府
県
主
催
の
も
の
や
セ
ン
タ
ー
が
共
催

す
る
も
の
、
民
間
事
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
研

修
や
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
等
を
促
進
す
る
た
め
に
財

政
支
援
を
行
う
等
具
体
的
取
り
組
み
に
よ
る
も
の

も
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取

り
扱
う
。
な
お
、
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
整
備
さ
れ

て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
す
も
の
と

し
て
取
り
扱
う
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
提
供
し
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。

3
2

介
護
支
援
専
門
員
を
対
象
に
、
包
括
的
・
継
続
的
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
た
め
の
課
題
や
支
援
な
ど
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
意
見
収
集
等
を
行
い
、
セ
ン
タ
ー
に

情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
か
。

3
3

介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
・
意
見
収
集
等

に
つ
い
て
の
市
町
村
か
ら
の
情
報
提
供
や
、
市
町
村
に
よ

る
研
修
会
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、
地
域
の
介
護
支
援
専
門

員
の
ニ
ー
ズ
や
課
題
に
基
づ
く
事
例
検
討
会
や
、
個
別
事

例
を
検
討
す
る
地
域
ケ
ア
会
議
等
を
開
催
し
て
い
る
か
。

・
市
町
村
と
セ
ン
タ
ー

が
介
護
支
援
専
門
員

の
ニ
ー
ズ
を
共
有
し
て

い
る
か
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
提
供
し
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。

3
3

地
域
の
介
護
支
援
専
門
員
の
実
践
力
向
上
を
図
る
こ

と
な
ど
を
目
的
と
し
た
、
地
域
ケ
ア
会
議
や
事
例
検
討
等

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
セ
ン
タ
ー
職
員
を
対
象
と

し
た
研
修
会
を
開
催
し
て
い
る
か
。

・
介
護
支
援
専
門
員
の

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
研

修
等
の
開
催
状
況
を

評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
開
催
状
況
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で

整
備
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し

て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

3
4

介
護
支
援
専
門
員
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
て
、
多
様
な

関
係
機
関
・
関
係
者
（
例
：
医
療
機
関
や
地
域
に
お
け
る

様
々
な
社
会
資
源
な
ど
）
と
の
意
見
交
換
の
場
を
設
け

て
い
る
か
。

3
4

担
当
圏
域
の
介
護
支
援
専
門
員
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
て
、

多
様
な
関
係
機
関
・
関
係
者
（
例
：
医
療
機
関
や
地
域
に
お

け
る
様
々
な
社
会
資
源
な
ど
）
と
の
意
見
交
換
の
場
を
設
け

て
い
る
か
。

・
介
護
支
援
専
門
員
の

ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
、
介

護
支
援
専
門
員
と
医

療
機
関
等
の
関
係
者

と
の
連
携
を
推
進
す
る

場
の
設
定
状
況
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
介
護
支
援
専
門
員
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
た
関

係
者
と
の
意
見
交
換
の
場
を
通
じ
、
顔
の
見
え
る

関
係
の
有
無
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
推
進
事
業
等
の
枠
組
み
で
実
施
す
る

も
の
で
も
構
わ
な
い
。

・
都
道
府
県
主
催
の
も
の
も
対
象
と
す
る
。

・
た
だ
し
、
地
域
ケ
ア
会
議
は
含
ま
な
い
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
担
当
圏
域
の
介
護
支
援
専
門
員
の
ニ
ー
ズ
に

基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
主
催
は
問
わ
な
い
。

・
た
だ
し
、
地
域
ケ
ア
会
議
は
含
ま
な
い
。

（
市
町
村
指
標
な
し
）

3
5

介
護
支
援
専
門
員
が
円
滑
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
地
域
住
民
に
対
し
て
介
護
予
防
・
自
立
支
援
に
関
す

る
意
識
の
共
有
を
図
る
た
め
の
出
前
講
座
等
を
開
催
し
て

い
る
か
。

・
圏
域
内
の
居
宅
介
護

支
援
専
門
員
が
円
滑

に
業
務
を
行
え
る
よ
う
、

環
境
整
備
の
取
り
組

み
状
況
を
評
価
す
る
も

の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

４５
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(4
)
地
域
ケ
ア
会
議市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

3
5

セ
ン
タ
ー
が
介
護
支
援
専
門
員
か
ら
受
け
た
相
談

事
例
の
内
容
を
整
理
・
分
類
し
た
上
で
、
経
年
的
に
件

数
を
把
握
し
て
い
る
か
。

3
6

介
護
支
援
専
門
員
か
ら
受
け
た
相
談
事
例
の
内
容
を
整

理
・
分
類
し
た
上
で
、
経
年
的
に
件
数
を
把
握
し
て
い
る
か
。
・
介
護
支
援
専
門
員

か
ら
の
相
談
内
容
の

整
理
状
況
を
評
価
す

る
も
の
。

前
年
度
の
実
績

が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
相
談
内
容
の
「
整
理
・
分
類
」
と
「
経
年
的
件
数
把

握
」
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
市
町
村
に
お
い
て
は
全

セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
る
場
合
）
に
、
指
標
の
内
容

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。
な
お
、
経

年
的
と
は
概
ね
３
年
程
度
と
す
る
。

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

3
6

地
域
ケ
ア
会
議
が
発
揮
す
べ
き
機
能
、
構
成
員
、
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
盛
り
込
ん
だ
開
催
計
画
を
策
定
し
、
セ

ン
タ
ー
に
示
し
て
い
る
か
。

3
7

地
域
ケ
ア
会
議
が
発
揮
す
べ
き
機
能
、
構
成
員
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
を
盛
り
込
ん
だ
開
催
計
画
が
市
町
村
か
ら
示

さ
れ
て
い
る
か
。

・
地
域
ケ
ア
会
議
の

機
能
を
踏
ま
え
、
地

域
ケ
ア
個
別
会
議
及

び
地
域
ケ
ア
推
進
会

議
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
、

構
成
員
、
開
催
頻
度

を
決
定
し
、
セ
ン
タ
ー

と
共
有
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
評
価
す
る
も

の
。

評
価
実
施
年
度

に
お
け
る
4
月
末

時
点
の
状
況
が

対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
地
域
ケ
ア
個
別
会
議
及
び
地
域
ケ
ア
推
進
会
議
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
開
催
計
画
が
策
定
さ
れ
、

デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
に
て
市
町
村
か
ら
セ
ン
タ
ー
に

示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て

い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。
（
会
議
の
名
称
は
「
地
域

ケ
ア
個
別
会
議
」
「
地
域
ケ
ア
推
進
会
議
」
に
限
ら
な

い
が
、
設
置
要
綱
等
に
お
い
て
、
介
護
保
険
法
第

1
1
5
条
の
4
8
が
規
定
す
る
地
域
ケ
ア
会
議
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
）

・
地
域
ケ
ア
会
議
の
5
つ
の
機
能
（
①
個
別
課
題
の

解
決
②
地
域
包
括
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
③
地

域
課
題
の
発
見
④
地
域
づ
く
り
・
資
源
開
発
⑤
政
策

の
形
成
）
に
つ
い
て
、
計
画
さ
れ
た
会
議
ご
と
に
、
い

ず
れ
の
機
能
を
持
つ
か
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
か
つ

５
つ
の
機
能
の
全
て
が
、
市
町
村
に
お
け
る
会
議
の

体
系
全
体
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

・
開
催
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
が
策
定
し
て
い

る
も
の
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
セ
ン
タ
ー

が
作
成
し
た
計
画
を
単
に
ま
と
め
た
計
画
の
場
合
に

つ
い
て
は
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
。

・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
開
催
頻

度
等
の
目
安
を
明
確
化
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

3
7

地
域
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
等
の
関
係
者
に
、
策
定

し
た
地
域
ケ
ア
会
議
の
開
催
計
画
を
周
知
し
て
い
る

か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

評
価
実
施
年
度

に
お
け
る
4
月
末

時
点
の
状
況
が

対
象

（
市
町
村
）

・
地
域
ケ
ア
個
別
会
議
及
び
地
域
ケ
ア
推
進
会
議
の

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
周
知
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標

の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

・
少
な
く
と
も
地
域
ケ
ア
会
議
の
構
成
員
が
所
属
す

る
団
体
へ
周
知
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

４６
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市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

3
8

セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
の
運
営
方
法
や
、

市
町
村
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
と
の
連
携
に
関
す
る

方
針
を
策
定
し
、
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
、
周
知
し
て
い
る

か
。

3
8

セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
の
運
営
方
針
を
、
セ
ン

タ
ー
職
員
・
会
議
参
加
者
・
地
域
の
関
係
機
関
に
対
し
て
周

知
し
て
い
る
か
。

・
地
域
ケ
ア
会
議
の
運

営
方
法
や
連
携
方
針

を
策
定
し
、
セ
ン
タ
ー
と

共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
評
価
す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
4

月
末
時
点
の

状
況
が
対
象

（
市
町
村
）

・
地
域
ケ
ア
個
別
会
議
及
び
地
域
ケ
ア
推
進
会

議
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
方
針
を
策
定
し
、
デ
ー
タ

ま
た
は
紙
面
で
周
知
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の

内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

・
運
営
方
法
と
地
域
ケ
ア
会
議
の
連
携
に
つ
い
て

周
知
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し

て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
セ
ン
タ
ー
職
員
・
会
議
参
加
者
・
地
域
の
関
係
機

関
の
い
ず
れ
に
も
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
周
知
し

て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る

も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

3
9

セ
ン
タ
ー
主
催
の
個
別
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る

地
域
ケ
ア
会
議
に
参
加
し
て
い
る
か
。

3
9

セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
い
て
、
個
別
事
例
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
か
。

・
個
別
ケ
ー
ス
を
検
討

す
る
地
域
ケ
ア
会
議

の
開
催
状
況
と
市
町

村
の
関
与
を
評
価
す

る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

4
0

地
域
ケ
ア
会
議
に
お
い
て
、
多
職
種
と
連
携
し
て
、

自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
等
に
資
す
る
観
点
か
ら
個

別
事
例
の
検
討
を
行
い
、
対
応
策
を
講
じ
て
い
る
か
。

4
0

セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
い
て
、
多
職
種
と
連

携
し
て
、
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
等
に
資
す
る
観
点
か
ら

個
別
事
例
の
検
討
を
行
い
、
対
応
策
を
講
じ
て
い
る
か
。

・
地
域
ケ
ア
会
議
に
お

け
る
、
多
職
種
連
携
に

よ
る
個
別
事
例
の
検

討
、
対
応
策
の
実
施
を

評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
地
域
ケ
ア
会
議
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も

の
が
対
象

・
多
職
種
か
ら
受
け
た
助
言
等
を
生
か
し
対
応
策

を
講
じ
る
こ
と
と
し
、
対
応
策
と
は
具
体
的
に
は
以

下
の
も
の
を
い
う

・
課
題
の
明
確
化

・
長
期
・
短
期
目
標
の
確
認

・
優
先
順
位
の
確
認

・
支
援
や
対
応
及
び
支
援
者
や
対
応
者
の

確
認

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方
法
の
決
定

等
※
１
確
認
と
は
見
直
し
も
含
む
。

※
２
「
多
職
種
」
に
は
、
民
生
委
員
や
自
治
会
の

役
員
等
、
医
療
・
福
祉
専
門
職
以
外
を
含
む
。

・
な
お
、
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
等
に
資
す
る

観
点
か
ら
個
別
事
例
の
検
討
を
行
う
地
域
ケ
ア

会
議
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
「
介
護
予
防
活
動

普
及
展
開
事
業
市
町
村
向
け
手
引
き
」
（
平
成

2
9
年
３
月
厚
生
労
働
省
老
健
局
老
人
保
健
課
）

等
を
参
照
す
る
こ
と
。

４７
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市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

4
1

セ
ン
タ
ー
と
協
力
し
、
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
個
人

情
報
の
取
扱
方
針
を
定
め
、
セ
ン
タ
ー
に
示
す
と
と
も
に
、

市
町
村
が
主
催
す
る
地
域
ケ
ア
会
議
で
対
応
し
て
い
る

か
。

4
1

市
町
村
か
ら
示
さ
れ
た
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
個
人

情
報
の
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る
地

域
ケ
ア
会
議
で
対
応
し
て
い
る
か
。

・
個
人
情
報
の
取
扱
に

つ
い
て
、
方
針
を
定
め
、

そ
れ
に
基
づ
き
対
応
し

て
い
る
こ
と
を
評
価
す

る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
個
人
情
報
の
取
扱
方
針
を
定
め
、
デ
ー
タ
ま
た

は
紙
面
で
セ
ン
タ
ー
に
示
し
て
い
る
場
合
に
、
指

標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
個
人
情
報
の
取
扱
方
針
に
基
づ
き
対
応
し
て
い

る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と

し
て
取
り
扱
う
。

4
2

地
域
ケ
ア
会
議
の
議
事
録
や
検
討
事
項
を
構
成
員

全
員
が
共
有
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
講
じ
て
い
る
か
。

4
2

セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
い
て
、
議
事
録
や

検
討
事
項
を
ま
と
め
、
参
加
者
間
で
共
有
し
て
い
る
か
。

・
地
域
ケ
ア
会
議
に
お

け
る
議
事
録
等
を
ま
と

め
、
関
係
者
間
で
共
有

し
て
い
る
状
況
を
評
価

す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
議
事
録
等
を
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
ま
と
め
、
共

有
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て

い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

4
3

地
域
ケ
ア
会
議
で
検
討
し
た
個
別
事
例
に
つ
い
て
、

そ
の
後
の
変
化
等
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
ル
ー
ル
や
仕

組
み
を
構
築
し
、
か
つ
実
行
し
て
い
る
か
。

4
3

地
域
ケ
ア
会
議
で
検
討
し
た
個
別
事
例
に
つ
い
て
、
そ

の
後
の
変
化
等
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
る
か
。

・
会
議
の
場
で
検
討
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

後
の
経
過
を
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
す
る
仕
組
み
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
は
、
地
域
ケ
ア
会
議
の
結
果
を

踏
ま
え
た
実
施
状
況
の
把
握
を
い
う
。

・
会
議
に
お
い
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
必
要
と
さ
れ
た

事
例
の
全
て
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱

う
。

4
4

生
活
援
助
の
訪
問
回
数
の
多
い
ケ
ア
プ
ラ
ン
（
生
活

援
助
中
心
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
の
地
域
ケ
ア
会
議
等
で
の

検
証
に
つ
い
て
実
施
体
制
を
確
保
し
て
い
る
か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
自
立
に
資
す
る
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
行
わ

れ
て
い
る
か
を
点
検
す

る
た
め
の
実
施
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
か

を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

45
セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
課
題
に
関
し
て
検
討
す
る
地

域
ケ
ア
会
議
に
参
加
し
て
い
る
か
。

44
セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
い
て
、
地
域
課
題

に
関
し
て
検
討
し
て
い
る
か
。

・
個
別
ケ
ー
ス
の
積
み

重
ね
か
ら
共
通
す
る
地

域
課
題
を
発
見
す
る
地

域
ケ
ア
会
議
の
開
催

状
況
と
市
町
村
の
関

与
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

4
6

セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
で
検
討
さ
れ
た
内

容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

4
5

セ
ン
タ
ー
主
催
の
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
検
討
事
項

を
ま
と
め
た
も
の
を
、
市
町
村
に
報
告
し
て
い
る
か
。

・
セ
ン
タ
ー
が
主
催
し
た

地
域
ケ
ア
会
議
の
検

討
事
項
を
ま
と
め
た
も

の
を
、
市
町
村
と
セ
ン

タ
ー
で
共
有
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
評
価
す
る
も

の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
地
域
ケ
ア
個
別
会
議
及
び
地
域
ケ
ア
推
進
会
議

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
検

討
事
項
を
ま
と
め
た
も
の
を
共
有
し
て
い
る
場
合

に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取

り
扱
う
。

4
7

セ
ン
タ
ー
主
催
及
び
市
町
村
主
催
も
含
め
た
地
域
ケ

ア
会
議
の
検
討
内
容
を
と
り
ま
と
め
て
、
住
民
向
け
に

公
表
し
て
い
る
か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
地
域
課
題
を
検
討
す

る
地
域
ケ
ア
会
議
の

議
事
概
要
を
住
民
向

に
公
表
し
て
い
る
か
を

評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
公
表
の
方
法
は
問
わ
な
い
。

・
年
１
回
以
上
実
施
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内

容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

４８
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(5
)
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
介
護
予
防
支
援

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

4
9

自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
等
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
関
す
る
市
町
村
の
基
本
方
針
を
定
め
、
セ
ン
タ
ー

に
周
知
し
て
い
る
か
。

46
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
等
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
関
し
、
市
町
村
か
ら
示
さ
れ
た
基
本
方
針
を
、
セ
ン

タ
ー
職
員
及
び
委
託
先
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
周

知
し
て
い
る
か
。

・
自
立
支
援
・
重
度
化

防
止
等
に
資
す
る
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
行
わ

れ
る
よ
う
、
市
町
村
と
し

て
の
方
針
を
定
め
セ
ン

タ
ー
と
共
有
し
て
い
る

こ
と
を
評
価
す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
４

月
末
時
点
の

状
況
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
基
本
方
針
に
は
、
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
に

資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
基
本
的
な

考
え
方
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
類
型
、
実
施
の
手

順
、
具
体
的
な
ツ
ー
ル
（
興
味
・
関
心
チ
ェ
ッ
ク

シ
ー
ト
等
）
及
び
多
職
種
の
視
点
（
地
域
ケ
ア
会
議

等
）
の
活
用
に
つ
い
て
全
て
記
載
さ
れ
、
共
有
さ
れ

て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も

の
と
し
て
取
り
扱
う
。

5
0

セ
ン
タ
ー
、
介
護
支
援
専
門
員
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
、
協
議
体
に
対
し
て
、
保
険
給
付
や
介
護
予

防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
以
外
の
多
様
な
地
域
の

社
会
資
源
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
る
か
。

4
7

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
介
護
予
防
支
援
の
ケ
ア

プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
保
険
給
付
や
介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業
以
外
の
多
様
な
地
域
の
社
会
資
源
を
位

置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
か
。

・
多
様
な
地
域
の
社
会

資
源
に
関
す
る
情
報

提
供
の
状
況
を
評
価

す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
セ
ン
タ
ー
、
介
護
支
援
専
門
員
、
生
活
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
協
議
体
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
に
お
い
て
地
域
の
社
会
資
源

を
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
指
標
の
内
容

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

5
1

利
用
者
の
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
推
進
す
る
た
め
、

介
護
予
防
手
帳
な
ど
の
支
援
の
手
法
を
定
め
、
セ
ン

タ
ー
に
示
し
て
い
る
か
。

4
8

利
用
者
の
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
推
進
す
る
た
め
、
市

町
村
か
ら
示
さ
れ
た
支
援
の
手
法
を
活
用
し
て
い
る
か
。

・
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

推
進
の
た
め
の
取
組

状
況
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
介
護
予
防
手
帳
に
限
ら
ず
利
用
者
自
身
の
セ
ル

フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
資
す
る
手
法
が
市
町
村
か
ら
提

示
さ
れ
、
そ
れ
を
活
用
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の

内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

5
2

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
介
護
予
防
支
援
を
委

託
す
る
際
の
事
業
所
選
定
に
つ
い
て
、
公
平
性
・
中
立

性
確
保
の
た
め
の
指
針
を
作
成
し
、
セ
ン
タ
ー
に
明
示

し
て
い
る
か
。

4
9

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
介
護
予
防
支
援
を
委
託

す
る
際
の
事
業
所
選
定
の
公
平
性
・
中
立
性
確
保
の
た

め
の
指
針
が
市
町
村
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
か
。

・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

居
宅
介
護
支
援
事
業

所
に
委
託
実
施
す
る

際
の
方
針
が
明
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
評
価

す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
4

月
末
時
点
の

状
況
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
委
託
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
針
を
作
成
し
、

紙
面
ま
た
は
デ
ー
タ
で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評

価
の
対
象
と
す
る
。

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

4
8

複
数
の
個
別
事
例
か
ら
地
域
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
こ

れ
を
解
決
す
る
た
め
の
政
策
を
、
地
域
ケ
ア
推
進
会
議

か
ら
市
町
村
に
提
言
し
て
い
る
か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
地
域
ケ
ア
会
議
に
お

け
る
検
討
が
、
地
域
課

題
の
解
決
に
つ
な
が
る

仕
組
み
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
提
言
し
た
政
策
が
実
施
さ
れ
た
か
は
問
わ
な
い
。

・
地
域
課
題
解
決
の
た
め
の
会
議
を
市
町
村
が
直

接
開
催
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
会
議
が
地
域
ケ
ア

会
議
の
開
催
計
画
の
中
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
れ
ば
、
「
政
策
を
市
町
村
へ
提
言
し
て
い

る
」
も
の
と
み
な
す
。

４９
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３
．
事
業
間
連
携
（
社
会
保
障
充
実
分
事
業
）

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

5
5

医
療
関
係
者
と
セ
ン
タ
ー
の
合
同
の
事
例
検
討
会
の
開

催
ま
た
は
開
催
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
。

5
1

医
療
関
係
者
と
合
同
の
事
例
検
討
会
に
参
加
し
て
い

る
か
。

・
セ
ン
タ
ー
の
活
動
支

援
に
資
す
る
取
組
と
し

て
、
医
療
と
介
護
の
連

携
に
資
す
る
取
組
を
評

価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
に
よ
る
実
施

か
は
問
わ
な
い
。

5
6

医
療
関
係
者
と
セ
ン
タ
ー
の
合
同
の
講
演
会
・
勉
強
会

等
の
開
催
ま
た
は
開
催
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
。

5
2

医
療
関
係
者
と
合
同
の
講
演
会
・
勉
強
会
等
に
参
加
し

て
い
る
か
。

※
上
記
と
同
じ

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
・
セ
ン
タ
ー
）

・
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
に
よ
る
実
施

か
は
問
わ
な
い
。

5
7

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
に
お
け
る
相
談
窓
口

と
セ
ン
タ
ー
の
連
携
・
調
整
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
連
携
会
議

の
開
催
や
情
報
共
有
の
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
の
支
援
を

行
っ
て
い
る
か
。

5
3

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
に
お
け
る
相
談
窓

口
に
対
し
、
相
談
を
行
っ
て
い
る
か
。

※
上
記
と
同
じ

前
年
度
の
実

績
が
対
象

5
8

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
と
セ
ン
タ
ー
の
連
携
・

調
整
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
連
携
会
議
の
開
催
や
情
報
共
有

の
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
。

5
4

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
と
訪
問
支
援
対
象
者

に
関
す
る
情
報
共
有
を
図
っ
て
い
る
か
。

・
認
知
症
の
総
合
的
支

援
に
従
事
す
る
関
係
者

と
の
連
携
状
況
を
評
価

す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
認
知
症
初
期
集
中
支
援
事
業
の
訪
問
支
援
対

象
者
の
情
報
（
事
例
の
経
過
や
支
援
結
果
な
ど
）

に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
認
知
症
初
期
集
中
支

援
チ
ー
ム
員
に
情
報
提
供
し
た
事
例
の
ほ
か
、

チ
ー
ム
員
が
直
接
得
た
情
報
に
つ
い
て
も
、
セ
ン

タ
ー
に
情
報
提
供
さ
れ
共
有
し
て
い
る
場
合
に
、

指
標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
。

5
9

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
協
議
体
と
セ
ン
タ
ー
の

連
携
・
調
整
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
連
携
会
議
の
開
催
や
情

報
共
有
の
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
。

5
5

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
協
議
体
と
地
域
に
お

け
る
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
や
社
会
資
源
に
つ
い
て
協
議
を

し
て
い
る
か
。

・
生
活
支
援
体
制
整
備

事
業
と
の
連
携
状
況
を

評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
セ
ン
タ
ー
）

・
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
及
び
協
議
体
い

ず
れ
と
も
協
議
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の
内
容

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

市
町
村
指
標

セ
ン
タ
ー
指
標

趣
旨
・
考
え
方

時
点

留
意
点

5
3

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
介
護
予
防
支
援
を
委
託

す
る
際
の
セ
ン
タ
ー
の
関
与
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
指
針

を
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
明
示
し
て
い
る
か
。

5
0

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
介
護
予
防
支
援
を
委

託
し
た
場
合
は
、
台
帳
へ
の
記
録
及
び
進
行
管
理
を

行
っ
て
い
る
か
。

・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

委
託
し
た
場
合
に
お
い

て
も
、
セ
ン
タ
ー
の
三

職
種
等
が
適
切
に
関

与
し
、
必
要
な
支
援
を

実
施
で
き
て
い
る
か
を

評
価
す
る
も
の
。

評
価
実
施
年

度
に
お
け
る
4

月
末
時
点
の

状
況
が
対
象

（
市
町
村
）

・
委
託
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
が
セ
ン

タ
ー
に
対
し
市
町
村
が
作
成
し
た
指
針
を
、
デ
ー

タ
ま
た
は
紙
面
で
示
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標
の

内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
セ
ン
タ
ー
）

・
委
託
実
施
し
て
い
な
い
場
合
は
、
市
町
村
が
セ

ン
タ
ー
に
対
し
、
市
町
村
が
作
成
し
た
指
針
を

デ
ー
タ
ま
た
は
紙
面
で
示
し
て
い
る
場
合
に
、
指

標
の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

5
4

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
介
護
予
防
支
援
に
お
け

る
セ
ン
タ
ー
の
人
員
体
制
と
実
施
件
数
を
把
握
し
て
い
る

か
。

（
セ
ン
タ
ー
指
標
な
し
）

・
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
実
施
に
当

た
り
適
切
な
人
員
体
制

の
整
備
を
行
う
た
め
、

実
施
体
制
等
の
把
握

状
況
を
評
価
す
る
も
の
。

前
年
度
の
実

績
が
対
象

（
市
町
村
）

・
月
ご
と
の
人
員
体
制
及
び
実
施
件
数
に
つ
い
て
、

セ
ン
タ
ー
ご
と
に
把
握
し
て
い
る
場
合
に
、
指
標

の
内
容
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

５０


